
（様式第４号）

□不利益処分の処分基準

都市建設部　河川水路課

罰則

徳島市河川占用料条例

第６条

（電話　６２１－５３０８）

【根拠条文】
（罰則）
第６条　虚偽その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者について
は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額の過料を科する。

【基準】
根拠条文に同じ。
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